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鹿児島国際大学大学院学則 

第１章　総　　　　則

　（学則の目的） 
第１条　この学則は、鹿児島国際大学学則第５条第２項により、鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」
という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（本大学院の目的） 
第２条　本大学院は、本学の目的使命に則り、学術の理論および応用を教授研究し、創造的な知性と豊かな
人間性を培い学術文化の進展に寄与することを目的とする。

　（自己評価等） 
第２条の２　前条の目的を達成するため、本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検および
評価を行う。 
２　前項の点検および評価を行うにあたっては、同項の趣旨に則し適切な項目を設定するとともに適切な体
制を整えて行う。 
３　自己評価に関する詳細は、別に定める。

　（ＦＤ活動） 
第２条の３　本大学院は、本研究科に係る授業および研究指導の内容および方法の改善を図るための組織的
な研修および研究（以下「ＦＤ活動」という。）を実施するものとする。
２　ＦＤ活動に関する詳細は、別に定める。 

　（本大学院の課程） 
第３条　本大学院に博士課程を置く。
２　博士課程は、これを前期および後期に区分し、前期は博士前期課程（修士課程）（以下「博士前期課程」
という。）、後期は博士後期課程と称する。 
３　博士前期課程は、これを修士課程として取扱う。

　（博士前期課程） 
第４条　博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または、高度の
専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

　（博士後期課程） 
第５条　博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度
に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的と
する。

第２章　組織および教育課程

　（研究科） 
第６条　本大学院に次の研究科を置く。

経済学研究科
福祉社会学研究科
国際文化研究科

　（教育研究上の目的の公表等） 
第６条の２　本大学院は、研究科ごとに人材養成および教育研究上の目的を学則に定め、それを公表するも
のとする。 
２　研究科ごとの目的は以下のとおりである。
　⑴　経済学研究科は、経済学・経営学に関する深い学識および卓越した能力を養うとともに、それに基づ
いて国際的視座に立って高度に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を
主目的とし、経済学・経営学に関して研究者として自立して研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者
の養成も併せて目的とする。 

　⑵　福祉社会学研究科は、福祉社会学に関する深い学識および卓越した能力を養うとともに、それに基づい
て高度に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目的とし、福祉社会学
に関する研究者として自立した研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併せて目的とする。
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　⑶　国際文化研究科は、国際文化に関する深い学識および卓越した能力を養うとともに、それに基づいて
国際的視座に立って高度に専門的な業務に携わるための高度の研究能力をもつ優秀な人材の育成を主目
的とし、国際文化に関して研究者として自立して研究活動を行う能力と豊かな学識を持つ者の養成も併
せて目的とする。

　（専攻） 
第７条　研究科には、次の専攻を置く。

経 済 学 研 究 科　　博士前期課程（修士課程）　地域経済政策専攻
経 済 学 研 究 科　　博士後期課程　　　　　　　地域経済政策専攻
福祉社会学研究科　　博士前期課程（修士課程）　社会福祉学専攻
福祉社会学研究科　　博士後期課程　　　　　　　社会福祉学専攻
国際文化研究科　　博士前期課程（修士課程）　国 際 文 化 専 攻
国際文化研究科　　博士後期課程　　　　　　　国 際 文 化 専 攻

　（収容定員） 
第８条　研究科の学生入学定員および収容定員は、次のとおりとする。

経 済 学 研 究 科　　博士前期課程（修士課程）　入学定員10名　収容定員20名
経 済 学 研 究 科　　博士後期課程　　　　　　　入学定員 3名　収容定員 9名
福祉社会学研究科　　博士前期課程（修士課程）　入学定員10名　収容定員20名
福祉社会学研究科　　博士後期課程　　　　　　　入学定員　3名　収容定員　9名
国際文化研究科　　博士前期課程（修士課程）　入学定員10名　収容定員20名
国際文化研究科　　博士後期課程　　　　　　　入学定員　3名　収容定員　9名

　（修業年限） 
第９条　博士課程の標準修業年限は５年とする。
２　博士課程の前期は２年、後期は３年とする。
３　博士前期課程において優れた業績を上げたと認められる者については、当該課程に１年以上在学すれば
足りるものとする。 
４　博士後期課程において優れた業績を上げたと認められる者については、博士課程に３年（博士前期課程
および修士課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。当該課程の在学期間
が２年に満たない場合は、その在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

　（最長在学年限） 
第10条　本大学院における同一研究科の在学年限は、博士前期課程においては４年、博士後期課程において
は６年を超えることはできない。ただし、休学の期間は在学期間に算入しない。

　（学年、学期および休業日） 
第11条　本大学院の学年、学期および休業日については、鹿児島国際大学学則第56条、第57条および第58条
を準用する。 

　（授業および研究指導） 
第12条　本大学院の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい
う。）によって行うものとする。
２　本大学院に開設する授業科目の種類、配当年次、単位数等は別表１、２、３、４、５、６のとおりとする。
３　前項の表に掲げるもののほか、研究科会議の議を経て、臨時に授業科目を開設することがある。
４　本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院または研究所等において必要な授業科目ま
たは研究指導を受けることを認めることができる。 

　（教育方法の特例） 
第12条の２　本大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定
の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適切な方法により教育を行うことができる。

　（単位） 
第12条の３　授業科目の単位数を定めるに当たっては、鹿児島国際大学学則第12条を準用する。

　（１年間の授業期間） 
第12条の４　１年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

　（各授業科目の授業期間） 
第12条の５　各授業科目の授業は、10週または15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教
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育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことが
できる。

　（単位の授与） 
第13条　授業科目を履修し、科目担当の教員による単位の認定に合格した者には、その授業科目所定の単位
を与える。

　（研究科間の授業科目の相互履修）
第13条の２　本大学院博士前期課程においては、講義科目に限り２科目４単位の範囲で他研究科の授業科目
を履修することができる。
２　前項の履修単位は修了所要単位として認めることができる。

　（他の大学院における授業科目の履修等） 
第14条　本大学院は、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、他の大学院の授業科目を
履修することを認めることができる。 
２　前項の規定により修得した単位は、博士前期課程・後期課程を通して10単位を超えない範囲で本大学院
における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
３　本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院または研究所等において必要な研究指導を
受けることを当該大学院または研究所等との協議に基づき認めることができる。ただし、博士前期課程の
学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 
４　本条第１項 ･第２項・第３項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。 

　（入学前の既修得単位等の認定） 
第14条の２　本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に他の大学院において
履修した授業科目について修得した単位（本大学院または他の大学院において科目等履修生として修得し
た単位を含む。）を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみ
なすことができる。
２　第１項により修得したものとみなし、または与えることのできる単位数は、再入学および転入学の場合
を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、第14条第１項および第２項により本大学
院において修得したものとみなす単位数と合わせて10単位を超えないものとする。

　（長期にわたる教育課程の履修）
第14条の３　学長は、学生が職業を有している等の事情により、第９条に規定する標準修業年限を超えて一
定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計
画的な履修を認めることができる。
２　長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、別に定める。

　（履修方法） 
第15条　授業科目の履修方法は、次のとおりとする。
博士前期課程においては、当該研究科の定める科目から30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受
けなければならない。
２　博士後期課程においては、当該研究科の定める科目から12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を
受けなければならない。 
３　授業科目の履修に関し、必要な事項は別に定める。

　（教育職員免許） 
第16条　中学校教諭一種免許状または高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者で、それぞれの学
校の教諭の専修免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しな
ければならない。
２　本大学院の各研究科の博士前期課程において取得できる免許状の種類および免許教科は次の表のとおり
である。 

研　究　科 専　　　攻 免許状の種類 免　許　教　科

経 済 学 研 究 科 地域経済政策専攻

中学校教諭専修免許状 社 会

高等学校教諭専修免許状 公 民

高等学校教諭専修免許状 商 業

福祉社会学研究科 社会福祉学専攻 高等学校教諭専修免許状 福 祉
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国際文化研究科 国 際 文 化 専 攻

中学校教諭専修免許状 英 語

高等学校教諭専修免許状 英 語

中学校教諭専修免許状 国 語

高等学校教諭専修免許状 国 語

中学校教諭専修免許状 社 会

高等学校教諭専修免許状 地理歴史

第３章　課程修了および学位

　（博士前期課程の修了要件） 
第17条　博士前期課程に２年以上在学し、当該期間中に30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け
たうえ、修士論文の審査および試験に合格した者は、修士課程を修了したものとする。ただし、在学期間
に関しては、優れた業績を上げたと認められた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。
２　前項の場合において、博士前期課程の目的に照らし適当と認められるときは、特定の課題についての研
究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
３　修士論文の審査および試験は、研究科会議に審査委員会を設けて行うものとし、その合否は、審査委員
会の報告にもとづき研究科会議が決定するものとする。

　（博士後期課程の修了要件） 
第17条の２　博士後期課程に３年以上在学し、当該研究科において定める科目から12単位以上を修得し、か
つ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査および試験に合格した者は、博士後期課程を修了した
ものとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げたと認められた者については、博士課程に
３年以上（博士前期課程および修士課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含
む。当該課程の在学期間が２年に満たない場合は、その在学期間を含む。）在学すれば足りるものとする。 
２　博士論文の審査および試験は、研究科会議に審査委員会を設けて行うものとし、その合否は、審査委員
会の報告にもとづき研究科会議が決定するものとする。 

　（学位） 
第18条　博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。
２　博士後期課程を修了した者には、博士の学位を授与する。
３　前第１項、２項の学位を授与するに当たっては、次の区分に従い、専攻分野の名称を付記する。

経 済 学 研 究 科　　修士（経済学）
福祉社会学研究科　　修士（社会福祉学）
国際文化研究科　　修士（国際文化学）
経 済 学 研 究 科　　博士（経済学）
福祉社会学研究科　　博士（社会福祉学）
国際文化研究科　　博士（国際文化学）

４　学位に関する必要な事項は、別に定める。

第４章　入学、留学、休学、復学、退学、再入学、転入学および転研究科等

　（入学資格） 
第19条　博士前期課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に定める大学を卒業した者。
　⑵　外国において学校教育における16年の課程を修了した者。
　⑶　文部科学大臣が指定した者。
　⑷　大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者。
　⑸　大学に３年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと研究科会議が認めた者。
　⑹　指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程）を修了した者。
　⑺　その他、大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科会議が認めた者。
２　博士後期課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　修士の学位を有する者。



－ 11 －

　⑵　外国において修士の学位に相当する学位を授与された者。
　⑶　文部科学大臣が指定した者。
　⑷　大学評価・学位授与機構から修士の学位を授与された者。
　⑸　修士の学位を有する者と同等以上の学力があると本学研究科が認めた者。

　（入学の時期） 
第20条　入学の時期は、学年の始めまたは学期の始めとする。 

　（入学志願） 
第21条　入学志願者は、指定の期日までに、別に定める入学願書に入学検定料を添えて提出しなければなら
ない。
２　入学検定料については、別に定める。

　（入学の許可） 
第22条　入学志願者に対しては、入学者選抜を行い、その合格者に入学を許可する。入学者選抜については
別に定める。
２　入学を許可された者は、所定の入学誓書を保証人連署の上、所定の期日までに学長あて提出しなければ
ならない。
３　保証人は、入学者の保護者または後見人であって、在学中の一切の事項について責任を負わなければな
らない。保証人が死去し、あるいはその資格を失ったときは、あらためて２週間以内に本条第２項の手続
きを経なければならない。 

　（留学） 
第23条　本大学院の学生が、外国の大学院への留学を願い出たときは、所属する研究科会議の議を経て、学
長がこれを許可することができる。
２　前項の許可を得て留学した期間は、１年を限度として、本大学院の修業年限に算入することができる。
３　留学に関する規程は、別に定める。

　（休学および復学） 
第24条　休学および復学については、鹿児島国際大学学則第23条を準用する。ただし、休学期間は博士前期
課程および博士後期課程のいずれにおいても通算して２年を超えることはできない。 

　（退学） 
第25条　退学については、鹿児島国際大学学則第24条を準用する。

　（除籍および復籍） 
第26条　除籍および復籍については、鹿児島国際大学学則第25条の第１項第１号、第４号、第２項、第３項
を準用する。

　（再入学） 
第27条　第25条、第26条により、退学および除籍された者が再入学を願い出たときは、当該研究科会議で審
議のうえ、学長が入学を許可することがある。 
２　再入学については、鹿児島国際大学学則第26条を準用する。

　（転入学） 
第28条　他大学院の学生が転入学を志願するときは、選考のうえ相当年次に入学を許可することがある。
２　転入学を許可された者の、すでに修得している授業科目の単位および在学年数の認定は、そのつど当該
研究科会議の議を経て行う。

　（転研究科） 
第28条の２　本大学院の研究科に在学する者が、本大学院の他の研究科に転研究科（転専攻）を願い出たと
きは、選考のうえ、許可することがある。 
２　前条の規定は、前項の転研究科（転専攻）を志望する場合に準用する。 

第５章　科目等履修生、聴講生、研究生、委託生、特別聴講学生、特別研究学生および外国人留学生

　（科目等履修生） 
第29条　本大学院において科目等履修生として学修することを志望する者があるときは、履修希望科目の担
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当教員の許可を得たうえ研究科会議において選考し、科目等履修生としてこれを許可することがある。

第30条　科目等履修生として学修することができる者は、本大学院の入学資格を有する者でなければならな
い。
２　科目等履修生が選択した授業科目を履修して、その試験に合格したときは、その授業科目の所定の単位
を与える。

第31条　科目等履修生として履修した授業科目は、本大学院の正規の授業科目として認定することができ
る。

　（聴講生） 
第32条　本大学院において聴講生として学修することを志望する者があるときは、研究科会議において選考
し、聴講生としてこれを許可することがある。

　（研究生） 
第33条　本大学院において研究生として学修することを志望する者があるときは、研究科会議において選考
し、研究生として入学を許可することがある。
２　研究生の在学期間は、１年を限度とする。ただし、事情により期間延長を願い出ることができる。
３　研究生は履修した授業科目について試験を受けることができる。ただし、単位は授与しない。

　（委託生） 
第34条　本大学院において他の大学または公共機関等から委託生として推薦された者が学修することを志望
する場合は、研究科会議において選考し、委託生としてこれを許可することがある。
２　委託生の在学期間は、１年を限度とする。ただし、事情により期間延長を願い出ることができる。
３　委託生は履修した授業科目について試験を受けることができる。
４　前項に規定する試験を受けて合格した者には、成績を記載した証明書を交付する。ただし、単位は授与
しない。

　（特別聴講学生） 
第34条の２　本大学院において他の大学の大学院または外国の大学院等の学生が、特定の授業科目を履修す
ることを志望する場合は、当該大学または外国の大学院等との協議に基づき、研究科会議において選考し、
特別聴講学生としてこれを許可することができる。 

　（特別研究学生） 
第34条の３　本大学院において他の大学の大学院または外国の大学院等の学生が、研究指導を受けることを
志望する場合は、当該大学または外国の大学院等との協議に基づき、研究科会議において選考し、特別研
究学生としてこれを許可することができる。 

　（外国人留学生） 
第35条　本大学院学則第19条に該当する外国人で、本大学院に入学を希望する者があるときは、特別な選考
の上、外国人留学生としてこれを許可することがある。
２　外国人留学生に関する規程は、別に定める。

第６章　賞　　　　罰

　（賞罰） 
第36条　本大学院学生の賞罰については、鹿児島国際大学学則第39条、第40条および第41条を準用する。

　（指定事項による退学） 
第37条　次の各号の一に該当する者に対しては、退学を命ずる。
　⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
　⑵　成績劣等で修学の見込みがないと認められる者。
　⑶　本学の秩序をみだす者。
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第７章　学　　　　費

　（入学金） 
第38条　入学を許可された者は、定められた期日までに、入学金を納付しなければならない。

　（授業料および教育充実費） 
第39条　学生は、本学所定の授業料および教育充実費を納付しなければならない。ただし、休学中の者の授
業料、教育充実費は免除する。
２　授業料および教育充実費の額については、別に定める。

第40条　既納の入学金、授業料および教育充実費などは、理由の如何にかかわらず返還しない。 

第41条　授業料、教育充実費を納めない者は、試験を受けることができない。

第42条　指定の期日までに授業料、教育充実費を納付しない者は、除籍する。

第43条　実験、実習費ならびに免許および諸資格の取得に必要な履修費は、別に徴収する。 

　（授業料減免） 
第44条　学費等の支弁が困難な事情にあって、学業に精励している者については、授業料を減免することが
ある。
２　災害その他により学費の支弁に困難な事情が生じた者については、その学年の授業料を減免することが
ある。

　（履修料） 
第45条　科目等履修生、聴講生、研究生および委託生の履修料については、別に定める。

第８章　奨　　　　学

　（奨学制度） 
第46条　本学に奨学制度を設ける。
２　奨学制度に関する規程は別に定める。

第９章　管理運営組織

　（職員） 
第47条　本大学院に、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

　（研究科長） 
第48条　各研究科に研究科長を置き、当該研究科の教授をもって充てる。
２　研究科長に事故があるときは、当該研究科から選出された大学評議員が職務を代行する。 

　（客員教授等） 
第49条　本大学院に客員教授および客員准教授を置くことができる。
２　客員教授および客員准教授に関する必要な事項は、別に定める。 

　（研究科会議） 
第50条　本大学院の各研究科に研究科会議を置く。 
２　研究科会議は各研究科に所属する専任の教授をもって構成し、研究科長が招集し、議長となる。
３　研究科会議には、各研究科に所属する専任の准教授および講師を加えることができる。

　（研究科会議の審議事項） 
第50条の２　研究科会議は、当該研究科に関する次に掲げる事項を審議し、第１号から第３号の事項につい
て、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
　⑴　学生の入学、課程の修了に関する事項
　⑵　学位の授与に関する事項
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　⑶　教育研究に関する重要な事項で、研究科会議の意見を聴くことが必要な事項
　⑷　学長、研究科長等がつかさどる教育研究に関する事項で、学長、研究科長等の求めに応じ、意見を述

べることができる事項
　⑸　学長、研究科長等がつかさどる教育研究に関する事項で、学長、研究科長等の求めがない場合でも意
見を述べることができる事項

２　前項第３号及び第４号の学長が意見を求める事項は別に定める。
３　研究科会議は、理事会の業務に関する事項には関与しない。
４　研究科会議に関する必要な事項は、別に定める。

　（研究科長会議） 
第50条の３　本大学院に研究科長会議を置く。
２　研究科長会議に関する必要な事項は、別に定める。

第10章　学則等の準用

　（大学学則の準用） 
第51条　この大学院学則に定めのない事項については、大学学則の規定を準用する。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成15年４月１日から施行する。ただし、平成14年度以前の入学者については、従前の学則
による。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成16年４月１日から施行する。 ただし、第12条第２項別表１、別表２の授業科目について
は、平成15年度以前の入学者は従前の学則による。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成18年４月１日から施行する。ただし、平成17年度以前の入学者については、従前の学則
による。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成19年４月１日から施行する。 ただし、第12条第２項別表１、別表２の授業科目について
は、平成15年度以前の入学者については、従前の学則による。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、この規程の第９条、第13条、第14条、第15条、第
17条の２の規定は平成19年度入学者にも適用する。その他の条項については、平成19年度以前の入学者につ
いては、従前の学則による。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、平成20年度以前の入学者については従前の学則に
よる。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成22年４月１日から施行する。ただし、平成21年度以前の入学者については従前の学則に
よる。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成22年５月26日から施行する。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成22年９月22日から施行する。ただし、平成21年度以前の入学者については従前の学則に
よる。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、平成22年度以前の入学者については従前の学則に
よる。
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　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学者については従前の学則に
よる。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、平成24年度以前の入学者については従前の学則に
よる。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成26年４月１日から施行する。ただし、平成25年度以前の入学者については従前の学則に
よる。

　　　　　　附　　　　　　　則 

　この学則は、平成27年４月１日から施行する。ただし、平成26年度以前の入学者については従前の学則に
よる。なお、第50条の２第１項、第50条の２第２項については、平成26年度以前に入学した学生にも適用す
る。

付記１．平成11年度から平成14年度までの大学院学則改定にともなう附則は省略。
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カ リ キ ュ ラ ム

経済学研究科／地域経済政策専攻　博士前期課程（修士課程）授業科目
　（別表１）

系 区分 授　　業　　科　　目　　名 配当
年次

単　　位
備　　　考

選択必修 選　択

地　
　
　
　
　
　
　
　

域　
　
　
　
　
　
　
　

経　
　
　
　
　
　
　
　

済　
　
　
　
　
　
　
　

系

選　
　

択

必
修
科
目

経済理論Ⅰ
経済理論Ⅱ
経済政策
国際経済
ビジネス英語

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２

①30単位以上を修得
し、かつ修士論文を
提出し審査に合格す
ること（②、③の単
位を含む）。

②いずれか一つの系
を選択し、24単位以
上を修得すること。
ただし、選択必修科
目から６単位以上、
演習科目（Ⅰ ･ Ⅱ ･
Ⅲ ･Ⅳ）８単位（修
士論文を含む）を修
得すること。

③講義科目に限り２
科目４単位の範囲で
他の研究科博士前期
課程（修士課程）の
授業科目を履修する
ことができる。

専　
　
　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　

目

計量経済
情報統計
国際金融
金融経済
地域経済
都市経済
産業集積
財政
税法Ⅰ
税法Ⅱ
ワークショップⅠ（経済のグローバル化）
経済理論演習Ⅰ
経済理論演習Ⅱ
経済理論演習Ⅲ
経済理論演習Ⅳ
経済政策演習Ⅰ
経済政策演習Ⅱ
経済政策演習Ⅲ
経済政策演習Ⅳ
計量経済演習Ⅰ
計量経済演習Ⅱ
計量経済演習Ⅲ
計量経済演習Ⅳ
国際経済演習Ⅰ
国際経済演習Ⅱ
国際経済演習Ⅲ
国際経済演習Ⅳ
金融経済演習Ⅰ
金融経済演習Ⅱ
金融経済演習Ⅲ
金融経済演習Ⅳ
地域経済演習Ⅰ
地域経済演習Ⅱ
地域経済演習Ⅲ
地域経済演習Ⅳ
財政演習Ⅰ
財政演習Ⅱ
財政演習Ⅲ
財政演習Ⅳ
産業集積演習Ⅰ
産業集積演習Ⅱ
産業集積演習Ⅲ
産業集積演習Ⅳ

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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系 区分 授　　業　　科　　目　　名
配当
年次

単　　位
備　　　考

選択必修 選　択

経　
　
　
　
　
　
　
　

営　
　
　
　
　
　
　
　

管　
　
　
　
　
　
　
　

理　
　
　
　
　
　
　
　

系

選　
　

択…

必
修
科
目

経営管理
マーケティング
会計
ビジネス英語
国際経営

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２

専　
　
　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　

目

経営戦略
人事管理
中小企業経営
財務諸表分析
財務管理
経営情報
産業経営
税務会計
観光ビジネス
観光マネジメント
観光コンベンション
経営管理特講
ワークショップⅡ（経営のグローバル化と直接投資）
経営管理演習Ⅰ
経営管理演習Ⅱ
経営管理演習Ⅲ
経営管理演習Ⅳ
マーケティング演習Ⅰ
マーケティング演習Ⅱ
マーケティング演習Ⅲ
マーケティング演習Ⅳ
会計演習Ⅰ
会計演習Ⅱ
会計演習Ⅲ
会計演習Ⅳ
税務会計演習Ⅰ
税務会計演習Ⅱ
税務会計演習Ⅲ
税務会計演習Ⅳ
産業経営演習Ⅰ
産業経営演習Ⅱ
産業経営演習Ⅲ
産業経営演習Ⅳ
経営情報演習Ⅰ
経営情報演習Ⅱ
経営情報演習Ⅲ
経営情報演習Ⅳ

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２
１
１
２
２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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経済学研究科／地域経済政策専攻　博士後期課程授業科目
　（別表２）

区分 授　　業　　科　　目　　名
配当
年次

単位
（選択）

備　　　考

特　
　
　
　

殊　
　
　
　

研　
　
　
　

究　
　
　
　

科　
　
　
　

目

応用経済学（ミクロ・マクロ）特殊研究

国際金融特殊研究

国際経済特殊研究

金融経済特殊研究

財政特殊研究

地域経済特殊研究

マーケティング特殊研究

会計特殊研究

経営管理特殊研究

経営戦略特殊研究

国際人事管理特殊研究

経営科学特殊研究

観光経営特殊研究

観光マネジメント特殊研究

観光コンベンション特殊研究

ワークショップ（国際経済経営）

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

１・２・３

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

①12単位以上（研究指
導科目８単位を含む）
を修得し、かつ、必要
な研究指導を受けたう
えで、博士論文の審査
および最終試験に合格
すること。

研

究

指

導

科

目

応用経済学（ミクロ・マクロ）特殊研究演習

国際経済特殊研究演習

金融経済特殊研究演習

地域経済特殊研究演習

マーケティング特殊研究演習

会計特殊研究演習

経営管理特殊研究演習

経営科学特殊研究演習

１～３

１～３

１～３

１～３

１～３

１～３

１～３

１～３

８

８

８

８

８

８

８

８
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福祉社会学研究科／社会福祉学専攻　博士前期課程（修士課程）授業科目
　（別表３）

区分 授　　業　　科　　目　　名
配当
年次

単　　位
備　　　考

必　修 選　択

専　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

対人援助学特講

社会福祉方法論特講

保健福祉学特講

健康福祉学特講

高齢者福祉学特講

障害者福祉学特講

児童福祉学特講

保育学特講

精神医学特講

精神保健福祉学特講

臨床発達心理学特講

地域リハビリテーション論特講

生涯教育学特講

介護福祉学特講

医療人類学特講

社会保障論特講

社会福祉法制特講

社会福祉政策特講

地域福祉学特講

社会病理学特講

家族社会学特講

社会福祉調査特講

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

１・２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

①30単位以上（必修
８単位、選択22単位
以上）修得し、かつ
修士論文を提出し審
査に合格すること。

②講義科目に限り２
科目４単位の範囲で
他の研究科博士前期
課程（修士課程）の
授業科目を履修する
ことができ、その修
得単位は修了所要単
位（選択単位に含め
る）として認める。

③演習科目８単位に
は修士論文を含む。

演
習
科
目

特別研究（演習）修士論文指導 １～２ ８
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福祉社会学研究科／社会福祉学専攻　博士後期課程授業科目
　（別表４）

区分 授　　業　　科　　目　　名
配当
年次

単　　位
備　　　考

必　修 選　択

特　

殊　

講　

義　

科　

目

社会保障特殊講義

高齢者福祉特殊講義

障害者福祉特殊講義

生涯教育特殊講義

保健福祉特殊講義

地域リハビリテーション特殊講義

社会病理特殊講義

ソーシャルワーク特殊講義

児童家庭福祉特殊講義

社会福祉リサーチ特殊講義

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

①12単位以上（必修
８単位、選択４単位
以上）を修得し、か
つ、必要な研究指導
を受けたうえで、博
士論文の審査および
最終試験に合格する
こと。

演
習
科
目

特別研究（博士論文指導） １～３ ８
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国際文化研究科／国際文化専攻　博士前期課程（修士課程）授業科目
　（別表５）

科目
区分 分野名 授　　業　　科　　目　　名 配当

年次
単　　　位

備　　　考
必　修 選　択

専　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

攻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野

国　
　
　

際　
　
　

言　
　
　

語

英語特殊講義Ⅰ
英語特殊講義Ⅱ
英語教育法Ⅰ
英語教育法Ⅱ
中国語特殊講義
韓国語特殊講義
対照言語学特殊講義
アメリカ文学Ⅰ
アメリカ文学Ⅱ
イギリス文学Ⅰ
イギリス文学Ⅱ
フランス文学
イギリス演劇Ⅰ
イギリス演劇Ⅱ
時事英語

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

①30単位以上を修得
し、かつ修士論文を
提出し審査に合格す
ること。

②所属する分野から
16単位以上を修得す
ること。

③他の分野から修得
した単位は、６単位
を上限に修了単位と
して認める。

④講義科目に限り２
科目４単位の範囲で
他の研究科博士前期
課程（修士課程）の
授業科目を履修する
ことができ、その修
得単位は修了所要単
位として認める。

比　
　

較　
　

文　
　

化

地域文化論
比較思想論
日欧比較言語論
ロマンス語圏比較論
ドイツの歴史と文化Ⅰ
ドイツの歴史と文化Ⅱ
西洋音楽論Ⅰ
西洋音楽論Ⅱ
地域芸術文化論Ⅰ
地域芸術文化論Ⅱ
宗教文化史特殊講義
職業教育論特殊講義
考古学特論Ⅰ（列島先史文化論）
考古学特論Ⅱ（階層化社会論）
考古学特論Ⅲ（比較社会論）
考古学論文研究Ⅰ
考古学論文研究Ⅱ
考古学実験
考古学実習

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
１
２

日
本
・
ア
ジ
ア
文
化

日本文化と国語教育Ⅰ
日本文化と国語教育Ⅱ
国語表現法Ⅰ
国語表現法Ⅱ
日本語学特殊講義
日本語教育特殊講義
日本古典文学Ⅰ
日本古典文学Ⅱ
日本近代文学Ⅰ
日本近代文学Ⅱ
日本文化史

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
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科目
区分 分野名 授　業　科　目　名 配当

年次
単　　　位

備　　　考
必　修 選　択

専
攻
分
野

日
本
・
ア
ジ
ア
文
化

日本古代地域文化論
地域史特殊講義
日本城郭史特殊講義
中国現代文学Ⅰ
中国現代文学Ⅱ
韓国・朝鮮社会史
東アジアの歴史地理Ⅰ
東アジアの歴史地理Ⅱ
インドの宗教と文化
漢文学
日本語史
日本史特殊講義Ⅰ
日本史特殊講義Ⅱ

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

ワ

ー

ク

シ

ョ

ッ

プ

ワークショップ１（人間の心理と教育）
ワークショップ２（自然と環境）
ワークショップ３（福祉と健康）
ワークショップ４（考古学と情報科学Ⅰ）
ワークショップ４（考古学と情報科学Ⅱ）
ワークショップ５（音楽と表現Ⅰ）
ワークショップ５（音楽と表現Ⅱ）
ワークショップ６（音楽と舞台Ⅰ）
ワークショップ６（音楽と舞台Ⅱ）

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２
２
２
２
２

⑤ワークショップ科
目から修得した単位
は、８単位を上限に
修了所要単位として
認める。

文
化
実
習

外国文化実習 １・２ １

⑥文化実習科目から
修得した単位は、修
了所要単位として認
める。

外
国
語
海
外
研
修

実用英語現地学習（アメリカ）
実用英語現地学習（イギリス）
実用ドイツ語現地学習
実用フランス語現地学習
実用スペイン語現地学習
実用中国語現地学習
実用韓国語現地学習

１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２
１・２

２
２
２
２
２
２
２

⑦外国語海外研修科
目から修得した単位
は、２単位を上限に
修了所要単位として
認める。

演　

習
国際文化研究演習 １～２ ８

⑧研究指導教員の
演習８単位 ( 修士論
文を含む )［早期修
了生・早期修了候補
生は４単位］を修得
することとし、その
単位は所属する分野
の単位として認定す
る。
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国際文化研究科／国際文化専攻　博士後期課程授業科目
　（別表６）

区分 授　　業　　科　　目　　名
配当
年次

単　　位
備　　　考

必　修 選　択

特　

殊　

研　

究　

科　

目

英語教育法特殊研究

日本語学特殊研究

対照言語学特殊研究

欧米語学特殊研究Ⅰ（英文学）

欧米語学特殊研究Ⅱ（南ヨーロッパ比較言語学論）

欧米語学特殊研究Ⅲ（米文学）

比較思想特殊研究

日本古典文学特殊研究

日本史特殊研究

ドイツ史特殊研究

韓国・朝鮮史特殊研究

文化人類学特殊研究

国際関係論特殊研究

比較考古学特殊研究

情報・理論考古学特殊研究

動物行動生態特殊研究

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

１･２･３

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

2

2

２

２

２

12単位以上（必修８
単位、選択４単位以
上）を修得し、か
つ、必要な研究指導
を受けたうえで、博
士論文の審査および
最終試験に合格する
こと。

演
習 国際文化研究指導 １～３ ８
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鹿児島国際大学大学院履修規程

　（趣旨） 
第１条　この規程は、鹿児島国際大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第15条第３項に基づき、授
業科目の履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（教職課程） 
第２条　教育職員免許状取得希望者のため、博士前期課程（修士課程）に教職課程を置く。
２　本研究科において取得できる免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

研　究　科 専　　　攻 免 許 状 の 種 類 免 許 教 科

経 済 学 研 究 科 地域経済政策専攻
中学校教諭専修免許状 社 会
高等学校教諭専修免許状 公 民
高等学校教諭専修免許状 商 業

福祉社会学研究科 社 会 福 祉 学 専 攻 高等学校教諭専修免許状 福 祉

国 際 文 化 研 究 科 国 際 文 化 専 攻

中学校教諭専修免許状 英 語
高等学校教諭専修免許状 英 語
中学校教諭専修免許状 国 語
高等学校教諭専修免許状 国 語
中学校教諭専修免許状 社 会
高等学校教諭専修免許状 地 理 歴 史

３　免許状取得のためには、次の二つの条件を充たさなければならない。
　⑴　修士の学位を有すること。
　⑵　社会（中学）、公民（高校）、商業（高校）、福祉（高校）、英語（中学・高校）、国語（中学・高校）、
地理歴史（高校）の一種免許状授与の所要資格を有し、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に
定める所要単位を修得すること。
４　前項に定める修得すべき単位等は、別表第１、第２、第３のとおりとする。
５　社会（中学）、公民（高校）、商業（高校）、福祉（高校）、英語（中学・高校）、国語（中学・高校）、地
理歴史（高校）の一種免許状を未取得の学生は、学部開設の「教職課程」の授業科目を履修し、所定の単
位を修得しなければならない。その場合の身分は、学部の科目等履修生となる。

　（履修登録） 
第３条　学生は、学期の始めの指定登録日までに、所定の履修届を教務部に提出し、履修科目を登録しなけ
ればならない。ただし、登録日までに登録できなかった場合でも正当な理由があれば研究科長が登録を許
可することがある。
２　登録済みの科目の取消しおよび履修科目の追加登録は、後期開始時の履修登録修正期間に原則として２
科目を上限として行うことができる。この期間以外に、登録済みの科目の取消しおよび履修科目の追加登
録はできない。ただし、正当な理由があればこれを許可することがある。
３　演習については、当該演習の担当教員の許可を受けて登録しなければならない。

　（履修の禁止） 
第４条　次に掲げる授業科目は、履修することができない。
　⑴　届出をしていない授業科目
　⑵　授業時間が重複する授業科目
　⑶　既に単位を修得した授業科目

第５条　削除

　（授業科目修了の認定） 
第６条　授業科目修了の認定は、筆記試験、実験、実習、論文、レポート等（以下「試験」という）により
行う。

　（単位の授与） 
第７条　前条の試験に合格した学生には、所定の単位を与える。ただし、出席時間数が当該授業科目の全時
間数の３分の２に満たない学生には、原則として単位を与えない。

　（履修の方法） 
第７条の２　履修の方法については、本大学院学則第15条に則り、大学院履修指導のとおりとする。
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　（試験に関する不正行為） 
第８条　試験において、不正行為のあった者には、当該授業科目および研究科会議において定める授業科目
についてその年度の単位を与えないほか、本大学院学則第36条の規定により懲戒することができる。

　（再履修） 
第９条　単位の修得が認められなかった授業科目は、再度届け出て、当該授業科目を履修することができる。

　（追試験） 
第10条　病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった学生は、研究科長の承認を得
て追試験を受けることができる。
２　前項の追試験は、追試験願に、病気にあっては医師の診断書、その他の場合にあっては理由書を添付し
て、当該試験期間中または試験期間終了後２日以内に研究科長に提出しなければならない。

　（成績の判定基準） 
第11条　優・良・可および不可の判定基準は、次のとおりとする。
　⑴　優　　80点以上
　⑵　良　　70点以上　80点未満
　⑶　可　　60点以上　70点未満
　⑷　不可　60点未満

　（委任） 
第12条　この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

　（規程の改廃）
第13条　この規程の改廃は、研究科会議及び大学評議会の審議を経て、学長の承認を得なければならない。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成16年４月１日から施行する。ただし、平成15年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成19年４月１日から施行する。ただし、平成18年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成20年４月１日から施行する。ただし、平成19年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成22年４月１日から施行する。ただし、平成21年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成24年４月１日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成25年４月１日から施行する。ただし、平成24年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成26年４月１日から施行する。ただし、平成25年度以前の入学者については、従前の規程
による。

　　　　　　附　　　　則

　この規程は、平成27年４月１日から施行する。ただし、平成26年度以前の入学者については従前の規程に
よる。

付記１．平成11年度以降平成15年度までの履修規程改正にともなう附則は省略。




